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はじめに

✓なぜ、遺言書が必要なのか？

✓遺言書の種類

✓遺言書を書いてみましょう

という３つのテーマでお届けします
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なぜ、遺言書が必要なのか？

✓相続はお金があってもなくても揉める

⇒ 家庭環境・兄弟仲・親族間の心のしこりなど感情的理由が原因

✓相続税法の改正
⇒ 課税対象者の増加

＜基礎控除額＞

３０００万円 ＋ （６００万円 × 法定相続人の数）

※基礎控除額を超えると金額に応じ１０～５５％の課税
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なぜ、遺言書が必要なのか？
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子供２人・遺産６０００万円で１８０万円の相続税が！

遺産の総額
配偶者と
子1人

配偶者と
子2人

配偶者と
子3人

子1人 子2人 子3人

4,000万円 0 0 0 40 0 0

5,000万円 40 10 0 160 80 20

6,000万円 90 60 30 310 180 120

7,000万円 160 113 80 480 320 220

8,000万円 235 175 137 680 470 330

9,000万円 310 240 200 920 620 480

1億円 385 315 262 1,220 770 630

1.5億円 920 748 665 2,860 1,840 1,440

2億円 1,670 1,350 1,217 4,860 3,340 2,460

2.5億円 2,460 1,985 1,800 6,930 4,920 3,960

3億円 3,460 2,860 2,540 9,180 6,920 5,460

注1. 遺産を相続人が法定相続分により相続した場合の相続税額（1万円未満を四捨五入）。
注2. 遺産の総額は、基礎控除を差し引く前の課税価格の合計額。
注3. 相続税額の計算上、配偶者の税額軽減のみ適用し、未成年者控除などの税額控除は考慮していない。



遺言書の種類について
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遺言書をつくってみましょう
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金額はなるべく記載しない

書くときは余白に注意
用紙はA4 左20ｍｍ・右5mm
上5ｍｍ・下10mmの余白を取る

遺 言 書 

 

１．私は、私が所有する下記現預金、不動産を 長男 法務 一郎 

（昭和５９年４月２６日）に相続させる。 
  

 ＜現預金＞ 

    ①横浜銀行 武蔵小杉支店 普通 口座番号○○○○○○ 

     内に有する預金のすべて 

     ②川崎信用金庫 武蔵小杉支店 普通 口座番号○○○○○〇 

     内に有する預金のうち、４分の３に相当する額 

 

  ＜不動産＞ 

① 土 地 

     所  在 ： 川崎市中原区下小田中三丁目 

     地  番 ： ２５２番２５ 



遺言書をつくってみましょう
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建物は床面積まで記載

不動産は土地・建物ごとに記載
マンションの場合は専有部分の

記載をする

内に有する預金のうち、４分の３に相当する額 

 ＜不動産＞ 

① 土 地 

     所  在 ： 川崎市中原区下小田中三丁目 

     地  番 ： ２５２番２５ 

     地  目 ： 宅 地  

     地  積 ： １１４.２３㎡ 

② 建 物 

     所  在 ： 川崎市中原区下小田中三丁目 

     家屋番号 ： ２５２番２５ 

     種  類 ： 居宅 

     構  造 ： 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

     床 面 積 ： １階 ７４.３６ ㎡ 

            ２階 ７５.３２ ㎡ 

 

２．私は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。 



遺言書をつくってみましょう
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付言事項は相続人への感謝と相
続の理由などを記載します。

すごく重要な部分です

執行者を定めると便利です。
公的な資格者や、相続人の

1人がなることもできます。

２．私は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。 

     

住  所：川崎市中原区小杉町一丁目 403 番地 

職  業：行政書士 

氏  名：髙木 洋一 

生年月日：昭和○○年○○月○○日 

 

３．付言事項 

  今まで本当にありがとう。あなたたちのおかげで本当に幸せな人生を 

 過ごすことができました。この遺言書を書いたのは、あなたたち兄弟が 

 揉めないために作成したものです。 

二郎よりも一郎の方が現金を多く配分しているけれど、一郎はお墓を 

 守ってもらうため、お金がかかるからです。 

  私はいなくなるけど、兄弟２人でいつまでも仲良く幸せに暮らして下 

さい。 



自筆証書遺言保管制度について
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✓ 原本を保管

✓ 遺言のチェックはなし

✓ 裁判所の検認不要

✓ 亡くなった後は、

市区町村役所と連携し、

相続人に対し通知

✓ 途中での閲覧可能

✓ 制度開始後１年で

約２万件の実績



終わりに
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✓ 東京海上日動あんしん生命様 ご提供の

終活ノートをご希望者の方

全員に進呈いたします。

税務担当者、若しくは

044-711-4111 まで

ご連絡下さい。

✓ NOCチャンネル（Youtube)

本編の続きを公開予定

相続税の詳しい情報も掲載して

おります。是非ともご覧下さい。



ご清聴ありがとうございました


